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令和７年度
甲賀圏域地域医療構想調整会議

資 料

令和8年2月12日

滋賀県甲賀健康福祉事務所（甲賀保健所）



【構想の目的】

・地域の医療需要（患者数）の将来推計等をデータに基づき明らかにする

・構想区域ごとの各医療機能がどれだけ必要であるかについて検討する

・地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を推進する

・住み慣れた地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築する

【構想の位置付け】

・医療法第30条の４の規定に基づく医療計画
（「滋賀県保健医療計画」）の一部

・関連計画との整合を図り、一体的な事業を推進

【構想区域】
・滋賀県保健医療計画で定める二次保健医療圏と
同様に、７構想区域を設定

１ 地域医療構想について

2出典「滋賀県地域医療構想」平成28(2016)年3月策定、令和6年12月3日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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参考
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２ 報 告 事 項

１）当圏域の医療機能の分化と連携
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（１）病床機能・病床数

・病床機能報告上の病床数について、2015年から2025年にかけて、1,159床から1,128床

になり、2025年の必要病床数である1,178床と同程度の水準。

・機能別の乖離率は、急性期と回復期、慢性期で縮小している。

・全体として病床過剰はない。病院間の機能分担がなされている。

2015年
病床機能報告

2025年
病床機能報告

(R7.12.16時点速報値)

2025年
必要病床数推計

慢性期、435

回復期、142

急性期、574

高度急性期、８

慢性期、341

回復期、234

急性期、545

高度急性期、８

慢性期、341

回復期、448

急性期、311

高度急性期、78増減なし

29床減

92床増

94床減
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高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟、
転換等

１ 公立甲賀病院 ８ 299 94 12 ０

２ 甲賀市立信楽中央病院 0 0 40 0 0

３
独立行政法人国立病院機構
紫香楽病院 0 0 0 180 0

４
医療法人阿星会
甲西リハビリ病院 0 0 100 0 0

５
医療法人社団仁生会
甲南病院 ０ 100 ０ 99 ０

６
医療法人社団美松会
生田病院 0 99 0 50 0

７
医療法人みのり会
濱田クリニック 0 ９ 0 0 0

８
医療法人真心会
野村産婦人科 0 19 0 0 0

９ ハートクリニックこころ 0 19 0 0 0

甲賀保健医療圏 計 ８ 545 234 341 ０

出典：令和7年度病床機能報告 病棟票・診療所ローデーター一覧より（令和7年12月16日時点 速報版）滋賀県医療政策課（順不同）

参考１ 医療機関別の医療機能別の許可病床数
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参考２

《公立病院》

◇　公立甲賀病院 ： 甲賀保健医療圏の基幹病院（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）

◇　信楽中央病院 ： 地域医療を担う一次医療機関、救急医療及びへき地医療を担う地域の中核病院（回復期）

《公的病院》

◇　紫香楽病院 ： 重症心身障害児者医療および神経難病医療の政策医療を担う病院（慢性期）

《民間病院》

◇　甲西リハビリ病院 ： （回復期）

◇　甲南病院 ： （急性期～慢性期）

◇　生田病院 ： （急性期～慢性期）

◇　水口病院 ： （精神病床）

甲賀圏域においては、概ね役割分担がなされている。（平成30年度会議にて）
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参考３



・公立病院経営強化プラン 合意完了

公立甲賀病院 令和５年度合意済（プランの対象期間 令和5年度～令和9年度 5か年）

信楽中央病院 令和６年度合意済（プランの対象期間 令和6年度～令和9年度 4か年）
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（２）医療機関ごとの具体的対応方針



（３）地域医療介護総合確保基金の活用

出典：令和８年度地域医療介護総合確保基金（医療分）にかかる事業提案について 滋賀県医療政策課
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出典：令和８年度地域医療介護総合確保基金
（医療分）にかかる事業提案について
滋賀県医療政策課
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出典：令和８年度地域医療介護総合確保基金
（医療分）にかかる事業提案について
滋賀県医療政策課
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対象の事業区分

甲西リハビリ病院が提案（医学的リハビリテーション施設整備事業）

・令和８年度にかかる事業提案

6月13日 募集締め切り
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（4）かかりつけ医機能報告

出典：令和5年11月15日
第1回かかりつけ医機能が発揮される
制度の施行に関する分科会資料
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次年度以降、
協議の場（＝当会議）において
報告を踏まえた協議を市町等と

連携しながら実施
必要な具体的方針を検討・推進



（５）重点医師偏在対策支援区域
第 ７ 回 地 域 医 療 構 想 及 び
医 療 計 画 等 に 関 す る 検 討 会 資料1

令 和 ７ 年 1 1 月 1 4 日 （ 金 ）
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第 ７ 回 地 域 医 療 構 想 及 び
医 療 計 画 等 に 関 す る 検 討 会 資料1

令 和 ７ 年 1 1 月 1 4 日 （ 金 ）
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事務局（案）※令和８年度重点医師偏在対策支援区域

重点医師偏在対策支援区域設定区域（事務局案）比較表

保健医療圏 設定区域 ※（）内を重点医師偏在対策支援区域として設定

大津 大津市（葛川地区）

湖南 -

甲賀 全域（甲賀市、湖南市）

東近江 近江八幡市（沖島）
東近江市（旧永源寺町）

湖東 全域（彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）

湖北 米原市（旧伊吹町）
長浜市（旧余呉町、旧西浅井町、旧木之本町、旧浅井町）

湖西 全域（高島市）

保健医療圏 設定区域

甲賀 全域（甲賀市、湖南市）

修正案（R7.12.25）

当初案（R7.8.6時点）

出典：令和7年12月25日
令和7年度第2回滋賀県地域対策協議会
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（６）病床数適正化緊急支援基金

出典：厚生労働省 令和7年度 補正予算案の主要施策集
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（７）地域医薬品提供体制強化のための
「地域における問題解決のための協議会」について

地域医薬品提供体制構築推進事業（R7年～）

▶ 事業の背景

在宅医療や緊急時の医薬品提供体制の構築が全国的に問題となっているが、

その事象に至るには理由があり、その理由の分析や対応がとられていない。

▶ 事業の概要

地域薬剤師会と地域行政が連携して、地域における医薬品提供体制の課題を

整理したうえで、その課題解決のための取り組みを行う。

取り組み内容

・地域における薬局機能の把握、情報発信体制の整備、他職種・行政等からの

相談総合窓口設置

・地域で流通する医薬品情報・在庫情報等の把握・共有

・在宅医療における医薬品提供体制に係る取組

・医薬品提供体制に係る多職種連携に関する取組

▶ 規制改革実施計画

実態を踏まえ検討し※、必要に応じて措置をずる（令和9年までに）

※各地域での協議会の開催
出典：地域医薬品提供体制構築推進事業

令和7年９月 一般社団法人 滋賀県薬剤師会・県内全地域薬剤師会
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２ 報 告 事 項

２）当圏域の地域包括ケアシステムの構築
について



（１）当圏域における地域包括ケア・保健医療福祉の推進体制

滋賀県地域医療構想調整会議

滋賀県医療審議会

日常生活の単位での地域包括ケアシステム
の構築

（介護保険事業計画、地域福祉計画、
障害福祉計画、健康増進計画 等）

・介護保険運営協議会
・地域ケア会議（個別・地域） 等

※別記参照

各組織での医療・看護・福祉の体制の整備・
推進

滋賀県在宅医療等推進協議会 等

主たる検討の場:甲賀市、湖南市

甲賀湖南医師会
各病院
甲賀湖南歯科医師会
甲賀湖南薬剤師会
看護協会第３地区支部
訪問看護ステーション協議会第３地区支部
栄養士会甲賀支部
歯科衛生士会湖南・甲賀支部
老人福祉協議会甲賀ブロック
甲賀湖南介護支援専門員連絡協議会
甲賀市介護保険事業者協議会
甲賀市社会福祉協議会
湖南市社会福祉協議会 等

主たる検討の場:各機関、団体

甲賀圏域地域医療構想調整会議・甲賀圏域在宅医療福祉推進協議会

R7.11改編

甲賀圏域の保健医療福祉の提供体制の整備・推進

１．地域包括ケアの実現に向けた関係機関の連携、
多職種協働の推進と人材の確保・育成

・甲賀湖南うつ病・認知症・在宅医療等懇話会（多職種連携）

・甲賀圏域看護ネットワーク推進会議（同職種連携）

・甲賀圏域管理栄養士連絡会議（同職種連携）

・甲賀圏域地域連携検討会（入退院支援の深化）

・甲賀地域認知症疾患医療連携協議会

２．若い世代の健康づくり

・甲賀圏域地域・職域連携推進会議
・甲賀湖南糖尿病対策プロジェクトチーム会議
・甲賀地域歯科保健調整会議

３．難病患者、障害児・者等の地域生活支援

・甲賀圏域難病対策地域協議会
・甲賀圏域における自殺未遂者支援事業連絡会議
・滋賀県精神科救急医療システム連絡調整委員会
東近江・甲賀・湖南ブロック部会
・甲賀地域精神保健医療福祉チーム（中核的人材）会議
・甲賀地域障害児者サービス調整会議（精神障害者部会）

４．医療体制の構築

・甲賀地域健康危機管理調整会議
・甲賀圏域周産期保健医療連絡調整会議
・湖南・甲賀ブロック安心・安全な分娩の在り方検討会(R7～)
・湖南甲賀圏域小児救急医師連絡協議会
・湖南甲賀ブロック小児救急・診療対策協議会(R7～)

主たる検討の場:甲賀健康福祉事務所（甲賀保健所）

５．感染症対策

・甲賀圏域感染制御ネットワーク
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甲賀市別記

計
画

市
全
域
会
議

生
活
圏
域
会
議

甲賀市総合計画

甲賀市地域福祉計画

甲賀市介護保険事業計画・高齢者福祉計画

整合

整合

甲賀市障がい者基本計画
甲賀市障害福祉計画

健康こうか２１計画連携

連携

甲賀市介護保険運営協議会

介護保険のサービス水準や基盤

整備、介護保険事業計画に関す

ることなどを審議

甲賀市地域包括支援センター
運営協議会

甲賀市地域ケア
会議全体会

多職種協働による個

別事例のケアマネジメ

ントの充実と地域課題

の解決による地域包

括ケアシステムの構築

甲賀市在宅医療推進会議

認知症施策・権利擁護部会

第一層協議体
小地域ケア会議部会

地域包括支援センター
市内５か所

生活圏域ごとの
小地域ケア会議
ケア会議

多職種ネットワーク会
議

●総合相談、権利擁護、
継続的マネジメント支援

●重層的支援

第二層協議体
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湖南市別記

計
画

湖南市地域福祉計画

湖南市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

湖南市認知症施策アクションプラン
(認知症施策推進基本計画）

湖南市障がい者の支援に
関する基本計画

健康こなん２１計画連携

連携

認知症初期集中支援
チーム員会議

湖南市在宅医療・介護連携
推進会議

地域包括支援センター
市内４か所

生活圏域ごとの
地域ケア会議

個別地域ケア会議

●総合相談、権利擁護、
継続的マネジメント支援

●重層的支援

整
合

整
合

湖南市介護保険運営
協議会

介護保険のサービス水準や

基盤整備、介護保険事業計

画に関することなどを審議

湖南市地域包括支援
センター運営協議会

地域包括支援センターの運

営等に関することを審議

生
活
圏
域
会
議

市
全
域
会
議
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評価今年度の取り組み圏域内の共通重点テーマ

・「緩和ケアは在宅や外来でも受けられる」

19.1％県最少（県24.1％）

・「悪くなった時すぐに入院できるか不安」

48.8％県最多（県38.4％）

出典：令和４年度滋賀の医療福祉に関する県民意識調査

意向
・人生の最期を迎えたい場所＝「自宅」
甲賀市 41.4％

湖南市 40.7％ 県平均並み（県40.8％）
出典：令和４年度滋賀の医療福祉に関する県民意識調査

約
半
減

背
景

施設での看取りの課題
・急変時の対応が不安 33.3％県最少 （県41.8%）
・本人の意思確認が不十分 61.1％県最多 （県45.6%）
・看護職員の体制が不十分 22.2％県平均並み（県25.3%）

出典：令和2年度施設等における看取りと介護の現状と課題調査

最
も
ふ
さ
わ
し
い
・
望
む
場
所
で
療
養
で
き
る

良
質
な
ケ
ア
の
提
供
・
調
整
、

適
切
・
切
れ
目
の
な
い
連
携
を
一
層
強
化
す
る

人
材
不
足
の
中
、
今
あ
る
従
事
者
が
力
を
出
し
合
う
し
か
な
い

従
事
者

患
者

療養・看取り（場所等）の意思決定支援の強化

在宅療養・看取りを望む人に選択肢を

一時入院のさらなる円滑化

実際の死亡場所
・施設 9.3％ 県最少 （県11.5％）
・自宅 17.3％ 平均以下（県18.8％）

計 26.6％ 出典：令和5年死亡統計データまとめ

R6年度甲賀圏域在宅医療福祉推進協議会
まとめ「対策全体としては拡充方向にあることを確認」

・介護需要増
R2→R32年 1.33倍

(全国1.25倍)

出典：日本医師会
地域医療情報システム
R7年4月現在

予
測

・意思決定支援の拡充（各々でACP
の取組、研修の広がり、ツール活
用、施設間連携に向けた動き等）

・訪問診療の支援体制拡充（湖南市在
宅医療ネットワーク）

・フィードバックカンファレンスの
推進や他職種連携の動きがある

・医師会、各市の調査結果からみえた
課題は①医療資源の不足（訪問診療
医、訪問看護師、吸引できるヘル
パーの不足）、②在宅看取りを見据
えたACPが不十分、③在宅看取りに
は症状が安定していること、家族と
支援者間の情報共有や連携が十分に
行われることの必要性

・痰吸引を要する在宅療養者が認知さ
れにくい。ニーズが見えず、事実が
共通認識されていない

・新たに【痰吸引×24時間体制の難し
さ】の課題感を共有

・甲賀市域を中心に各病院でレスパ
イト入院拡充 (甲南・甲賀・信楽中

央・紫香楽・生田病院）

R7年度主な取り組み内容
※行政

・病院、訪問看護ステーション、
高齢者施設、行政の実践報告の共有
と意見交換 （甲賀圏域看護ネットワー

ク推進会議）

・市民意識調査結果や実際の取組につ

いて多職種で共有、意見交換

（甲賀湖南うつ病・認知症・在宅医療等懇話会）等

・在宅における吸引状況に関する調査
（甲賀市）
・在宅医療のニーズ調査（湖南市）
・医療資源調査（甲賀市、湖南市、甲
賀保健所、甲賀湖南医師会） 等

・レスパイト入院受入情報一覧の作
成・周知（甲賀保健所）

サービス調整の強化、不足するサービスの開拓・検討

自宅で最期まで療養できるか

“わからない”の回答率の低下

R1 28.2％ (県27.1%)
R4 34.8％ (県31.3％)

人生の最期を迎えたい場所

“わからない”の回答率の低下

R1 24.1％ (県25.4%)
R4 30.5％ (県27.7％)

介護サービス事業所数の

維持・増加

※居宅サービス訪問介護

R7.4.1時点 23か所

(甲賀市14、湖南市 9)

たん吸引・経管栄養登録

特定行為事業者数（不特

定多数の者対象）の増加

R7.10月時点 31か所

(甲賀市16、湖南市15)

レスパイト入院拡充

R7.10.1時点 5病院、

水口病院は通院中患者に対

応

毎年度の情報更新および周

知

評価指標(案)

医療保険
令和5年度→6年度
（前年度比）出典：滋賀県

甲賀圏域 県

延件数 実人員 延件数 実人員

在宅患者訪問診療料 1.46 1.06 1.46 1.06

在宅患者
訪問薬剤管理指導料

1.29 0.83 1.47 1.15

訪問歯科診療 1.23 1.13 1.18 1.08

訪問歯科衛生指導料 1.23 1.16 1.29 1.14

訪問看護 1.05 0.97 1,11 1.11

介護保険
令和5年度→6年度
（前年度比）出典：滋賀県

甲賀圏域 県

延件数 実人員 延件数 実人員

居宅療養管理指導
［医師］ 1.14 1.14 1.12 1.12

居宅療養管理指導
［薬剤師］ 1.06 1.13 1.11 1.11

居宅療養管理指導
［歯科医師］ 1.23 1.32 1.07 1.07

居宅療養管理指導
［歯科衛生士］ 1.20 1.11 1.33 1.12

訪問看護 1.01 1.00 1.12 1.06

滋賀の医療福祉に関する県民意識調査

（２）在宅医療・福祉の課題整理と取組
目指す姿
の再確認現状の再確認、予測

27出典：令和7年度甲賀圏域在宅医療福祉推進協議会資料



（３）他の協議会等の取組

28

・甲賀圏域在宅医療福祉推進協議会

・甲賀湖南うつ・認知症・在宅医療等懇話会

・甲賀圏甲賀圏域地域連携検討会

・甲賀地域認知症疾患医療連携協議会

・甲賀圏域難病対策地域協議会

・甲賀圏域における自殺未遂者支援事業連絡会議

・滋賀県精神科救急システム連絡調整委員会

・甲賀地域健康危機管理調整会議

・甲賀圏域周産期保健医療連絡調整会議

・湖南・甲賀ブロック安心・安全な分娩の在り方検討会

・湖南甲賀ブロック小児救急・診療対策協議会

別添資料参照

※抜粋
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３ 協 議 事 項

１）外来機能の明確化



参 考

30
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（１）紹介受診重点医療機関の認定

医療機関別の紹介受診重点医療機関となる意向および基準
令和6年度外来機能報告(令和5年度実績)

医療機関名
意向
の
有無

外来件数のうち、
重点外来の割合(%) 紹介受診重点

医療機関の基
準を満たすか

参考水準
紹介率・逆紹介率(%)

初診(40%) 再診(25%) 紹介(50%) 逆紹介(40%)

公立甲賀病院 有 54.4 30.3 〇(認定済) 68.5 65.4 

甲南病院 無 36.0 27.6 ― 18.1 14.9

紫香楽病院 無 12.6 10.0 ― 6.0 28.3

市立信楽中央病院 無 7.6 8.7 ― 14.8 5.5

甲西リハビリ病院 無 14.3 1.9 ― 10.0 11.5

生田病院 無 ― ― ― 0.0 0.0 

濱田クリニック 無 46.2 9.9 ― 0.0 0.0

野村産婦人科 無 16.4 7.2 ― 0.0 0.0

ハートクリニックこころ 無 71.9 46.8 〇 0.0 0.0

出典：厚生労働省 令和6年度外来機能報告の報告結果について



① 紹介受診重点医療機関となる意向があり、基準を満たす医療機関

② 紹介受診重点医療機関となる意向はないが、基準を満たす医療機関

③ 紹介受診重点医療機関となる意向はあるが、基準を満たさない医療機関

紹介受診重点医療機関として認定
【R5年度済】

該当なし

ハートクリニックこころ
紹介受診重点医療機関として認定なし

【変化なし】

公立甲賀病院

⇒ 紹介受診重点医療機関の認定は、変更なし

32



参考１

33出典：厚生労働省 紹介受診重点医療機関について
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参考２



参考３

35出典：厚生労働省 外来機能報告について
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参 考

（２）医療機器共同利用の受け入れ医療機関【確認】
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甲南病院 ハートクリニックこころ

共同利用
対象機器

MRI 1台 令和7年6月30日設置

・製品名 Philips社製
Inginia Elition 3.0T X

・主な仕様 3.0T

CT 1台

・製品名 全身用X線CT診断装置
CTスキャナ Aquilion Server 
TSX-307A

・主な仕様 マルチスライスCT
（64列以上）

共同利用
しない理由

・開業医からの紹介患者に対して、
当院でMRI検査と医師の診断を
行い、その所見を開業医へ伝え
る体制が機能しているため現時
点では共同利用は行わない

・職員が少なく受入対応が困難な
ため

共同利用の方針：いずれの医療機関も「共同利用しない」
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３ 協 議 事 項

２）現行の地域医療構想の評価
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（１）【再掲】病床機能・病床数

・病床機能報告上の病床数について、2015年から2025年にかけて、1,159床から1,128床

になり、2025年の必要病床数である1,178床と同程度の水準。

・機能別の乖離率は、急性期と回復期、慢性期で縮小している。

・全体として病床過剰はない。病院間の機能分担がなされている。

2015年
病床機能報告

2025年
病床機能報告

(R7.12.16時点速報値)

2025年
必要病床数推計

慢性期、435

回復期、142

急性期、574

高度急性期、８

慢性期、341

回復期、234

急性期、545

高度急性期、８

慢性期、341

回復期、448

急性期、311

高度急性期、78増減なし

29床減

92床増

94床減
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（２）令和7年度医療資源調査結果報告

◇調査目的 今後行政として取り組むべき医療福祉に関する対策の基礎資料とすること

◇実施主体 甲賀市、湖南市、滋賀県甲賀健康福祉事務所（甲賀保健所）

◇協力機関 一般社団法人 甲賀湖南医師会

◇調査時期 令和7年9月～12月

◇調査対象 甲賀市内の有床診療所及び無床診療所 39施設
湖南市内の病院、有床診療所及び無床診療所 26施設

◇調査方法 事前に依頼書を送付、書面と行政行政担当者による対面聞き取り調査

調査項目
・基本情報 医療機関名、院長名、医療機関の所在地、診療科目、開設年、

現在の常勤・非常勤医師スタッフ体制
・診察情報 1日の患者数、送迎車所有の有無、診療時間外の受診の対応、

ACP支援、在宅医療の取り組み、医療機関の将来について、
後継者確保 など

◇回答率 63施設、96.9％（甲賀市 37施設 94.9％、湖南市 26施設 100％）
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結果［抜粋］

1）医療機関の所在地

２）診療科目（重複あり）

３）常勤医の状況 ※病院2か所含む

湖南市 甲賀市

計甲西町 石部町 水口町 甲南町 土山町 甲賀町 信楽町

箇所数 21 5 24 5 4 2 2 63

％ 33.3% 7.9% 38.1% 7.9% 6.3% 3.2% 3.2% 100.0%

内科
小児
科

外科
循環
器内
科

整形
外科

消化
器内
科

リハ
科

眼科
耳鼻
咽喉
科

呼吸
器内
科

皮膚
科

アレ
ル
ギー
科

糖尿
病内
科

産婦
人科

心療
内科

精神
科

腎臓
内科

泌尿
器科

肛門
外科

その
他

湖南市 17 7 6 7 5 4 4 4 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 0 1

甲賀市 23 9 8 6 6 7 7 3 4 4 3 4 2 2 ２ 1 1 1 2 1

計 40 16 14 13 11 11 11 7 7 6 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2

甲賀圏域 １名 ２名 3名以上 計

箇所数 52 7 4 63

うち60歳以上
32

(61.5％)
6

(85.7%)
3

(75.0%)
41

（65.1%）

湖南市 １名 ２名 3名以上 計

箇所数 20 3 3 26

うち60歳以上
11

(55.0％)
3

(100%)
２

(66.7%)
16

(61.5%)

甲賀市 １名 ２名 3名以上 計

箇所数 32 4 1 37

うち60歳以上
21

(65.6％)
3

(75.0%)
1

(100%)
25

(67.6%)
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４）訪問診療の実施について ※病院2か所除く

５）在宅医療（訪問診療、往診）を行う上での課題 ※重複回答

６）医療体制への意見（主に在宅医療に関すること）

７）医院の将来についての考え ※重複回答

実施あり 実施なし 今後検討

湖南市 11 13 2

甲賀市 16 19 2

計 27(41.5％) 34(52.3%) 4(6.2%)

実施なしの理由(抜粋)
・人手がない
・余裕がない（時間的にも、体力的にも）
・遠方在住のため緊急対応が困難
・対象者が少ない など

時間的負担 人員不足 報酬制度
地域連携が
困難

患者家族の
理解

移動手段 その他

湖南市 12 10 5 3 3 1 8

甲賀市 23 14 5 5 3 1 15

計 35 24 10 8 6 2 21

その他(抜粋)
・休日、夜間の対応
・体力的な負担
・事務的な負担
・依頼があればやるが
依頼や対象者がない

など

医療法人や
他医に継承

親族で継続
廃止・閉院の
検討中

未定

湖南市 4 3 4 13

甲賀市 10 8 2 24

計 14 11 6 37

・看取り、夜間の輪番制
・在宅医療は拠点があるとよい
・診療所同士の連携、横のつながり
・近隣医療圏との連携

・主治医が患者を診るのではなく、地域全体で患者を診れるとよい
・医療スタッフが不足している
・あまり困っていない
・今のままで十分 など
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（３）意見交換

◆当圏域の地域医療構想、在宅医療の提供体制、医療と介護の連携体制について

◆実現のためにそれぞれができること、必要なこと
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３ 協 議 事 項
３）「新たな地域医療構想の方向性」を

踏まえた次年度以降の当会議の在り方について
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（1）「新たな地域医療構想」について

新たな地域医療構想の検討状況について

滋賀県健康医療福祉部医療政策課



全体構成

① 国が実施する検討会の進捗状況について（P47）

② 新たな地域医療構想について（P48）

③ 病床機能報告について（P52）

④ 医療機関機能報告について（P55）

⑤ その他の記載事項について（P59）

46



①国が実施する検討会の進捗状況について

○ 国において、新たな地域医療構想の策定ガイドラインの作成に向けた検討会が実施されている。

○ ただし、秋頃に予定されていた中間とりまとめは見送られており、現時点では今年度末のガイド

ライン発出に向けて検討会が続いている状況。

47

年度 検討会 議題等

R6年度 新たな地域医療構
想に関する検討会

令和６年12月18日 とりまとめ（全13回）

R7年度 地域医療構想及び
医療計画等に関す
る検討会

第１回 ７月24日 検討会及びワーキンググループの議論の進め方等

第２回 ８月８日 医療機関機能・医療従事者の確保

第３回 ８月27日 区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方

第４回 ９月11日 医師偏在対策

第５回 10月15日 構想の策定・取組の進め方、病床等の医療需要の見込み

第６回 10月31日 医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等

第７回 11月14日 医師確保計画の見直し

第８回 12月12日 高齢者救急、医療機関機能、医師確保計画の見直し等

第９回 1月16日 医療需要の推計等、医療機関機能報告・病床機能報告、医師確保計
画の見直し等

第10回 1月28日 地域での協議、構想区域に関する協議、医療機関機能に関する協議、
地域医療構想調整会議のあり方、精神医療に関する地域医療構想の
今後の検討体制（報告）



②新たな地域医療構想について
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○ 85歳以上の増加や人口減少が進む2040年以降を見据え、全ての患者が、適切に医療・介護を受ける
ことができ、同時に、医療従事者の持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築を目指す。

○ 新構想は医療計画の一部から上位の位置づけに変更となり、医療計画は新構想に即して具体的な取
組を進める計画となる。

令和６年12月３日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料



【新構想のガイドライン案】

Ⅰ 経緯・背景

1 ガイドラインの目的

2 位置づけ

3 新たな地域医療構想の対象について

4 背景となる地域毎の課題

5 医療計画との関係

6 これまでの地域医療構想について

Ⅱ 地域医療構想の策定

1 地域医療構想の策定の進め方について

2 構想区域について

3 医療機関機能・病床機能と、当該機能を踏まえた需要

推計の基本的な考え方

4 入院医療に関する取組について

5 外来・在宅医療に関する取組について

6 介護との連携について

7 医療従事者の確保について

Ⅲ 取組の推進について

1 地域での課題等の共有

2 知事権限について

3 地域医療介護総合確保基金の活用について

4 地域医療構想の実現に向けた柔軟かつ実践的な点検・

プロセス・評価の観点について

Ⅳ 地域医療構想と医療計画の関係等

1 ５疾病６事業との関係について

2 地域医療構想調整会議とその他会議体との関係について

新構想ガイドラインの構成案
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○ これまでの病床機能だけでなく、新たに医療機関機能が追加され、外来・在宅医療、介護との連携、
医療従事者の確保も具体的な記載事項となる。

令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より抜粋

【現構想のガイドライン】

Ⅰ 地域医療構想の策定

1 地域医療構想の策定を行う体制等の整備

2 地域医療構想の策定及び実現に必要なデータの収集、

分析及び共有

3 構想区域の設定

4 構想区域ごとの医療需要の考え方

5 医療需要に対する医療提供体制の検討

6 医療需要に対する医療供給を踏まえた必要病床数の

推計

7 構想区域の確認

8 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策

の検討

Ⅱ 地域医療構想策定後の取組

1 地域医療構想の策定後の実現に向けた取組

2 地域医療構想調整会議の設置・運営

3 都道府県知事による対応

4 地域医療構想の実現に向けたＰＤＣＡ

Ⅲ 床転換報告制度の公表の仕方

1 患者や住民に対する公表

2 地域医療構想調整会議での情報活用



地域医療構想調整会議における検討事項について

50令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ 記載事項の追加に合わせ、調整会議での検討事項が幅広くなる。

○ 検討事項に応じた各分野における既存の会議体の活用も検討する。



令和７年10月15日第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

新構想の策定スケジュールと医療計画等との関係

○ 新構想の策定は、今年度末発出見込みのガイドラインをふまえ、令和８年度から必要病床数等の
検討を開始し、令和９年度から医療機関機能等について協議することが示されている。

○ 新構想の策定期限について、国は「令和10年度中までに取組を開始すること」としている。

○ 医療計画においては、基本的に第９次計画で新構想の内容を盛り込むものとされる。
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③病床機能報告について

病床機能区分の見直し

○ これまでの「回復期」に代えて『包括期』が設けられる。

○ 「回復期」は、主に「急性期を経過した患者」へのリハビリを提供する機能とされ
ていたが、『包括期』は、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として、
高齢者救急等の一部の急性期と回復期の機能をあわせもつ機能となる。

○ 包括期の必要病床数の推計にあたっては、医療資源投入量では急性期と見なされる
75歳以上の高齢者患者の一定割合を包括期として按分することになる見込み。

令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料



53令和８年１月16日第９回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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必要病床数の推計手法の見直し

○ これまでの推計は、性・年齢階級別の入院受療率や病床稼働率が変わらない仮定で、
2013年の人口と医療需要をベースにしたもの。

○ ただし、現在まで見直しが行われず、将来人口推計や医療需要、医療提供体制の変
化が反映されていないことが課題であった。

○ 新構想では、2040年に向けて必要病床数を定期的に見直すこととしたうえで、医療
提供体制の効率化等による受療率の変化も必要量の計算に組み込まれる見込み。

○ 具体的な計算手法はガイドラインにおいて示される。

2013年 性・年齢

階級別医療需要
×

2025年性・年齢

2013年 性・年齢 階級別推計人口

2025年
＝

階級別人口

必要病床数
機能別の想定病床稼働率

【参考：現構想の考え方】

※現構想ガイドラインの想定病床稼働率

高度急性期：0.75 急性期：0.78 回復期：0.90 慢性期：0.92
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④医療機関機能報告について

令和７年10月31日第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ これまでの病床機能とは別に地域で担う「医療機関機能」を報告いただき、医療機関
の役割を明確にして、地域の医療提供体制の確保に向けて連携や分担を推進。

○ 令和８年10月から、従来の病床機能報告と同時に報告開始となる見込み。
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区域の人口規模を踏まえた地域の医療機関機能の考え方

令和７年８月27日第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

○ 各地域での医療機関機能確保に向けた考え方は、人口規模や地域の実情に応じて柔軟に検討。



57令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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令和７年12月12日第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より抜粋

急性期拠点機能にかかる議論の進め方

○ 地域には様々な設立主体の医療機関があり、経営等の状況も様々。

○ １～２年で体制を大きく変える合意形成と急性期集約や高齢者救急分担は困難。

○ 上記をふまえ、現状のスケジュールでは、2026年以降に協議をはじめ、遅くとも
2028年までに方針を定め、2035年を目途に体制確保に取り組むとされる。

2026年 【協議の開始】

○ 急性期拠点機能を有する医療機関の必要数や急性期拠点機能の集約化の協議。

○ この間は、医療提供の実情を踏まえて医療機関から報告いただく。

【方向性の決定】

○ 遅くとも2028年までに将来的に急性期拠点機能を担う医療機関を決定。

○ 2035年に向けた連携・再編・集約化の方向性を定め、取組を開始する。

【医療提供体制の構築】

○ 2035年を目途に急性期拠点機能にかかる医療提供体制を確保する。

202８年頃

2035年
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⑤その他の記載事項について

医療従事者の確保について

○ 各分野の協議の場で検討が進んでいることから、各分野で新たな人材確保等の方向
性が定まった場合に、必要に応じてガイドラインに反映することになる見込み。

医療と介護の連携について

○ 在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部は患者像が重複することから、構想区域
単位において、国から提供されるデータにより、療養病床の病床数や介護保険施設
の定員数、在宅医療の提供状況等をあわせて提供体制を検討することになる見込み。

外来医療について

○ 外来医療計画において、外来医師偏在指標が「全国平均値＋標準偏差の1.5倍」以上
かつ可住地面積あたり診療所数が上位10%の区域が、地域で不足する医療機能の提供
や医師不足地域での医療提供を要請できる『外来医師過多区域』として設定される。

○ 滋賀県内では、令和６年１月時点の外来医師偏在指標で大津圏域が外来医師多数区
域となっているが、『外来医師過多区域』には該当していない。
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（３）意見交換

◆事務局(案)
・当会議と甲賀圏域在宅医療福祉推進協議会を一体化して開催
・委員は両会議の委員を統合し、各団体から代表1名
・必要に応じた開催回数とする

◆上記の方向性への意見


